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総人口 １４２，６６５人

６５歳以上 ３３，２７３人

７５歳以上 １５，２３５人

認知症高齢者数 ３，１７７人

総世帯数 ５６，１３６世帯

６５歳以上高齢者のみ世帯 ３，８４６世帯

＜桑名市の状況＞

＜人口＞

＜世帯数＞

地域包括支援センター数 直営 １

委託 ４

認知症サポーター数 ６，５１６人

キャラバンメイト数 １１３人

＜その他＞

（平成26年4月1日現在）
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＜桑名市徘徊SOS緊急ネットワーク事業内容＞

桑名市徘徊SOS緊急ネットワーク事業導入経緯

認知症による場所の見当識障害等の為行方不明となるおそれのある６５歳以上の在宅
高齢者等を早期に発見して安全・安心の確保を図り、不慮の事故防止に努めることを
目的として導入された。

親族等

桑名警察署
介護・高齢福祉課、
または該当地域包括支援センター

協力機関（申請のあった企業や介護保険サービス事業所）

①連絡 ②連絡

③情報発信票送信

・社員が外勤の際に周囲や店舗内を確認します。
・店舗等に行方不明者の写真等の情報が貼り出されます。



＜桑名市徘徊SOS緊急ネットワーク事業内容＞

行方不明となった際の状況
行方不明となった日時

行方不明となった場所

行方不明者に関すること

氏名

年齢

性別

身体的特徴

行方不明時の服装等

発見時に関すること
発見時の連絡先

発見時の際の連絡方法

ネットワーク内における共有情報

運営上の工夫

登録の際には、親族等申請者の許可がある場合に限られるが、協力機関の社員に
当該情報を周知させたり、店内に情報発信票を貼りだすこととしている。



＜桑名市徘徊SOS緊急ネットワーク事業内容＞

申請者の写真
(上半身又は、全身が写っているもの)

「社員への周知」及び「店内貼りだし」は、
可能かどうかどちらかに○をする。

背格好や普段好んできている服装、
眼鏡等身につけている物等を
できる限り記入してもらう。



＜登録の流れ＞

「申請書及び同意書」の受付（受付窓口は市役所及び各担当包括支援センター）

登録通知書、情報発信票等の作成
・申請者に発送する書類と警察に発送する書類を作成する。

発送を行う
・申請者
①登録通知書
②協力機関一覧表
③ＳＯＳネットワークの仕組み

・警察
①桑名市徘徊ＳＯＳ緊急ネットワーク事業登録者の情報提供について
②情報発信票
③申請書及び同意書
④登録者の写真



＜登録の流れ＞ 文書は親族が直接提出する場合もあるが、
ケアマネージャー等が親族に記入してもらい、
提出する場合もある。

申請者の情報を記入。

「社員への周知」及び「店内貼りだし」は、
選択することができる。

登録者の身体的な特徴をできる限り
細かく記入し、早期発見できるように
協力してもらう。

登録者の担当地区の
地域包括支援センターを記入。
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＜事業活動状況＞

直近３カ年における事業活動状況

発動件数
発見件数

自力で帰宅 未発見数
生存 死亡

平成２３年度 ３件 ３件 ０件 １件 ０件

平成２４年度 ３件 ３件 ０件 ０件 ０件

平成２５年度 ４件 ４件 ０件 １件 ０件

人数 なし 要支援Ⅰ 要支援Ⅱ 要介護Ⅰ 要介護Ⅱ 要介護Ⅲ 要介護Ⅳ 要介護Ⅴ

行方不明者数 ４ ２ ２

うち、市内で発見 ４

（平成２５年度）

要介護認定と行方不明者との状況
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＜展望＞

・模擬訓練

年間件数が少ないため、実際に徘徊事例が起きたときに速やかな対応が
できないおそれがある。

・広域ネットワーク

徘徊事例が発生したときに近隣の市町村と迅速な情報提供及び、
適切な対応（個人情報の取扱い等）ができるようにしたい。

・GPS等による位置情報確認システムの導入

有用性が増していけば、導入を検討する。



＜主なＱ＆Ａ＞

・土日及び夜間における対応について

基本的に、休日や夜間は警察に連絡してもらう。
ただし、対応が可能な時には、担当地域包括支援センターの裁量に委ねる。

・休日及び夜間等、中央地域包括支援センターが不在の場合当該エリアで行方不明
者が出たときはどのような対応となるのか

当該エリアの地域包括支援センターの裁量で決める。

・連絡先はどのようなところに連絡するのか。

当該エリアの地域包括支援センターが可能なところへ連絡する。

・どこからいなくなったのか、地区名や町名等をさがしています


